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（出典）厚生労働省「国民生活基礎調査」より厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室作成

年齢階級別・世帯構造別の世帯員構成割合

○ 年齢階級別・世帯構造別の世帯員構成割合をみると、全体的な傾向として、「三世代世帯」に属する者の割合が減少して

いる一方、「単身世帯」や「夫婦のみ世帯」、「ひとり親世帯」に属する者の割合が増加している。

○ 特に、60歳以上で、「三世代世帯」に属する者の割合が大きく減少し、「単身世帯」や「夫婦のみ世帯」に属する者の割合が

顕著に増加している。

○ また、25～49歳で「両親と同居する未婚者」の割合が顕著に増加している。

（％）
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資料出所：資料：総務省「国勢調査」及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（平成25年1月推計）」
注1：男性30～34 歳未婚率、女性25～29 歳未婚率は、2010 年までは「国勢調査」、それ以降は「日本の世帯数の将来推計」による。
注2：生涯未婚率は、50 歳時点で一度も結婚をしたことのない人の割合であり、

2010 年までは「国勢調査」、2010年以降は「日本の世帯数の将来推計」より45 歳～49 歳の未婚率と50 歳～54 歳の未婚率の平均。
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○ 生涯未婚率は、急速な上昇を続けており、2010年の実績では、男性が約20％、女性が10％強となっている。これが2030年
には男性で約28％、女性で約19％になると見込まれる。

○ このような者は、将来、高齢単身世帯となる可能性が高く、身近な生活上のニーズや孤立等のリスクに脆弱な単身高齢者
が今後増加していく可能性が高いと考えられる。

生涯未婚率の推移
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2010年と2030年の年齢階級別の単身世帯数の比較

○ 単身世帯数はこれまで20歳代で最も多かったが、2030年に向けて80歳以上、特に女性で急速に増加し、20歳代を抜いて
単身世帯数が最も多くなる。また、70歳代や、高齢期を控えた50歳代においても、単身世帯数が増加すると見込まれる。

○ 50歳未満の単身世帯数は、2010年から2030年にかけて減少が見込まれる。一方で、単身世帯割合に変化はなく、また、
夫婦と未婚の子の世帯に当人自身が未婚の子として属する者の割合が高まっており、世帯を形成しない現役層の増加傾
向の長期的な影響には注意が必要と考えられる。
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上段 ： 2030年推計値 下段 ： 2010年実績値

1.9倍

0.8倍

（出典）2015年実績値：総務省「平成27年国勢調査」。年齢不詳分を案分しており、国勢調査の数値と一致しない。

2030年推計値：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計」（2013年1月推計）

注）各年齢階級の表記の右括弧内は、単身世帯割合。
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70歳代の単身者（男・女）の未婚率の推移

（出典）総務省「国勢調査」1985年版、2005年版、2010年版、2015年版により、みずほ情報総研 藤森氏（社会保障藤森クラスター主席研究員）作成

注）配偶者関係不詳分を除いて計算しており、未婚、有配偶、死別、離別の割合を合計すると100%となる。

○ 70歳代の単身者について、未婚である者（結婚したことのない者）や離別した者の割合が増加しているが、その傾向は
男性において特に顕著となっている。

○ 高齢単身世帯は、身近な生活上のニーズや孤立等のリスクに脆弱である可能性が高いと考えられるが、特に、未婚であ
る者は、配偶者がいないだけでなく、子どももいないという点で、死別・離別により単身である者と比較しても、更にリスクに
脆弱である可能性が高いと考えられる。
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資料：2008年以前：内閣府「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」、2014年：内閣府「高齢者の日常生活に関する意識調査」
注１）対象は60歳以上の男女
注２）それぞれの調査における選択肢は以下のとおり。

高齢者の地域社会への参加に関する意識調査：「親しくつきあっている」、「あいさつをする程度」、「つきあいはほとんどしていない」
高齢者の日常生活に関する意識調査：「親しくつきあっている」、「あいさつをする程度」、「ほとんどつきあいがない」、「つきあいがない」、 「わからない」・「無回答」
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親しくつきあっている あいさつをする程度 つきあいはほとんどしていない

（ほとんどつきあいがない）

つきあいがない わからない・無回答

○ 60歳以上の男女を対象にした調査では、近所の人たちと「親しくつきあっている」としている者の割合は1988年から2014年
で半減しており、高齢世代の地域のつながりも希薄化する傾向にあると考えられる。

高齢者の近隣とのつながりの状況

（％）
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（出典）内閣府「高齢者の日常生活に関する意識調査」（2014年）
注１）対象は60歳以上の男女
注２）「三世代世帯」とは、同調査における「本人と子と孫の世帯」のことを指す。

属性別に見た近所の人たちと親しくつきあっている高齢者の割合

世帯類型 住まい類型

○ 60歳以上の高齢者を対象とした調査において、近所の人たちと「親しくつきあっている」と回答した高齢者

の割合は、世帯類型別・住まい類型別にみると単身高齢者で平均より若干低く、賃貸住宅に居住する高齢

者で、顕著に低い傾向が見られる。

○ 単身化や持家世帯率の低下といった変化が、高齢者の社会とのつながりに影響を与えるおそれがある。

第３回新たな支え合い・分かち合いの
仕組みの構築に向けた研究会資料
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【左表】「看病や介護、子どもの世話」で頼れる人がいるか、世帯タイプ別にみると、「頼れる人がいない」又は「人には頼
らない」と答える者の割合は、単独世帯で明らかに高い。年齢階級別と性別に比較すると、その傾向は、それぞ
れ、65才未満が65歳以上よりも、男性が女性よりも顕著となっている。

【右表】同様に、所得階級別にみると、等価世帯所得が低いほど、「頼れる人がいない」又は「人には頼らない」と答える
mm/者の割合が高い傾向にある。年齢階級別に比較すると、その傾向は65歳未満においてより顕著となっている。

（出所）2012年 社会保障・人口問題基本調査「生活と支え合いに関する調査」（国立社会保障・人口問題研究所）

看病や介護、子どもの世話で頼れる人がいる者の割合（年齢階級別・性別・世帯タイプ別・所得階級別）

65歳未満

世帯タイプ 総数
頼れる人は 人にはああ..

いない（%） 頼らない（%）

総数 13,857 4.9 4.6

男性

子どもがない世帯

単独世帯 812 21.8 17.0

夫婦のみ世帯 959 3.1 4.9

その他世帯 2,461 5.6 6.1

子どもがある世帯 2,482 2.4 2.9

子ども有無不明 1 △ △

女性

子どもがない世帯

単独世帯 473 11.2 8.2

夫婦のみ世帯 1 ,186 4.4 3.3

その他世帯 2,604 3.7 4.2

子どもがある世帯 2,877 2.6 1.7

子ども有無不明 2 △ △

65歳以上

世帯タイプ 総数
頼れる人は 人にはああ..

いない（%） 頼らない（%）

総数 5,267 3.5 3.9

男性

子どもがない世帯

単独世帯 186 18.8 10.2

夫婦のみ世帯 1,200 2.9 3.3

その他世帯 841 1.5 3.6

子どもがある世帯 199 1.5 2.0

子ども有無不明 2 △ △

女性

子どもがない世帯

単独世帯 508 8.1 7.5

夫婦のみ世帯 882 3.1 3.6

その他世帯 1,165 2.2 3.1

子どもがある世帯 280 1.1 1.8

子ども有無不明 4 △ △

65歳未満

世帯タイプ 総数
頼れる人は 人にはああ..

いない（%） 頼らない（%）

総数 13,857 4.9 4.6

男性

第Ⅰ10分位-第Ⅲ10分位 1,205 10.3 8.1

第Ⅳ10分位-第Ⅶ10分位 2,679 5.6 5.6

第Ⅷ10分位-第Ⅹ10分位 2,701 4.4 5.2

所得不明 130 8.5 12.3

女性

第Ⅰ10分位-第Ⅲ10分位 1,592 6.4 4.4

第Ⅳ10分位-第Ⅶ10分位 2,819 4.0 3.5

第Ⅷ10分位-第Ⅹ10分位 2,583 2.2 2.4

所得不明 148 4.1 3.4

65歳以上

世帯タイプ 総数
頼れる人は 人にはああ..

いない（%） 頼らない（%）

総数 5,267 3.5 3.9

男性

第Ⅰ10分位-第Ⅲ10分位 626 6.5 4.8

第Ⅳ10分位-第Ⅶ10分位 1,137 2.5 3.4

第Ⅷ10分位-第Ⅹ10分位 550 1.6 2.9

所得不明 115 7.0 7.0

女性

第Ⅰ10分位-第Ⅲ10分位 906 6.0 4.9

第Ⅳ10分位-第Ⅶ10分位 1 ,200 2.6 3.9

第Ⅷ10分位-第Ⅹ10分位 596 0.8 2.5

所得不明 137 5.1 3.6



○ 15～29歳の若者を対象とした調査では、「家族・親族」や「学校で出会った友人」の中に、「何でも悩みを相談できる人がい
る」と答えた者の割合が高い。

○ 一方で、無業者に限ってみると、「家族・親族」や「学校で出会った人」を含め、「何でも悩みを相談できる者がいる」と「思わ
ない」と答える割合が顕著に高く、社会とのつながりが希薄である状況が確認できる。

若者の社会とのつながりの状況①

就業・就学の状況別のつながりの認識

（出所）内閣府「平成29年版 子供・若者白書」

第３回新たな支え合い・分かち合いの
仕組みの構築に向けた研究会資料

8



（出所） 総務省「国勢調査」および「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計

1990年(実績) 2025年 2065年

75歳～
597( 5%)

65～74歳
892( 7%)

総人口
1億2,361万人

総人口
1億2,254万人

65～74歳
1,133(13%)

20～64歳
4,189(48%)

～19歳
1,237(14%)

総人口
8,808万人

７５

６５

歳

万人
２５０
万人 万人

５０ １００ １５０ ２００ ２５００

75歳～
2,248(26%)

20～64歳
7,590(61%)

～19歳
3,249(26%)

２０

５０ １００ １５０ ２０００ ２５０

～19歳
1,943(16%)

75歳～
2,180(18%)

65～74歳
1,497(12%)

20～64歳
6,635(54%)

１５０ ２００

○団塊の世代が全て７５歳となる2025年には、75歳以上が全人口の18％となる。
○2065年には、人口は8,808万人にまで減少するが、一方で、65歳以上は全人口の約38％となる。

０ ５０

2016年(実績)

65～74歳
1,768(14%)

75歳～
1,691(13%)

総人口
1億2,693万人

～19歳
2,182(17%)

20～64歳
7,052(56%)

５０ １０００

団塊世代
（1947～49年
生まれ）

団塊ジュニア世代
（1971～74年
生まれ）

１００ １５０ ２００
万人
２５０
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日本の人口ピラミッドの変化



市町村の人口規模別の将来推計人口
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地域の実践例：おおた高齢者見守りネットワーク（愛称：みま～も！）

地域包括支援センターが、住民や商店街など地域を巻き込み発足。

「いくつになっても安心して暮らし続けるまちづくり！」を合い言葉に、地域の

医療・保健・福祉の専門職（事業所）、民間企業が「協賛金」を出し合い活動
。参加する住民（みま～もサポーター）も会費を拠出。

商店街の空き店舗を改修した「ステーション」で、日常的に住民と専門職がつ
ながり、住民が参加者としてではなく「やりたい事を実現」できる「場」を提供。

近接する和菓子店や飲食店で新しい商品開発や売上増につながる、空き店
舗がなくなるなど、商店街の活性化にも貢献。

ケアマネ
ジャー

施設職員 福祉用具相談員

住民と専門職が元気な頃から
日常的につながる仕組み！

元気な母さんたち

元気かあさんのミマモリ食堂

11
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地域の実践例：暮らしづくりネットワーク北芝

住民のつぶやきを拾い具体化する「ボトムアップ」のアプローチ、「つながり」づくりにより展開。

高齢者支援（見守り、生活支援）、若者支援（居住支援、地域資源を活かした就労支援、当事者活動
支援）、生活困窮者支援などを実施。

多世代のつながりの場を生み出すことにより、地域づくりを展開し、埋もれた課題・ニーズを掘り起こ
し。高齢者向けの地域内共済や、子ども・若者を対象とした地域通貨などの仕掛けを導入。



地域の実践例：ＤＡＹＳ ＢＬＧ！ ＮＰＯ町田市つながりの開

「利用者から生活者へ」というコンセプトの下で、介護保険のデイサービスが、
社会とのつながり、地域での役割、一般大手企業との提携といった「ハブ機能」
を果たす。

認知症の当事者が、デイサービスの日中活動において、地域の大手自動車会
社のディーラーでの洗車や、地域の広報誌の折り込みなど、日々就労を通じた
活動を行っている。

駄菓子屋に地域の子どもが立ち寄るなど、多世代交流の場ともなる。
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住民に身近な地域での取組

【２】「丸ごと」受け止める場

介護サービス事業者と行政が協働し、認知症の人と家族が安心して暮らし続けることができる地域づくり
を実施している。その取組をきっかけに、誰もが安心して暮らせるまちづくりに発展している。

小学校区に最低１か所は小規模多機能型居宅介護施設を設置し、併設する介護予防拠点・地域交流施
設が福祉のまちづくりの拠点となっている。

機構改革により行政内に総合相談窓口を設置し、対象者で分けない支援体制を構築。

自治体概要※

人口 117,224

面積 81.45㎢

小学校数* 20

中学校数* 8

◎校区まちづくり協議会

自治会、校区民生委員・児童委員協議会、校区
社会福祉協議会、老人クラブ等の各種団体により
構成された協議会を中心に、地域活動を展開

まちづくりに関するワークショップ等を開催

認知症の人の捜索・声かけ
（認知症SOSネットワーク模擬訓練）◎介護サービス事業者協議会

介護サービス事業者協議会の事務局を行政が担い、地域で認知症の人をはじめ
高齢者を支える取組（人材育成、福祉教育、模擬訓練等）を実施

生活困窮

高齢

障害

教育

警察

消費生活

司法

•多分野の相談支援機関の課題共有、支援体制構築の場
•既存ネットワークの活用

大牟田市権利擁護連絡会
（相談支援包括化推進会議）

成年後見ｾﾝﾀｰ

社協

◎よろず相談員（相談支援包括化推進員）

行政内に総合相談窓口を配置（機構改革）

複合的な課題のある世帯等を支援するために、地域の相談
支援機関をコーディネートし支援体制を構築

◎介護予防拠点・地域交流施設

小規模多機能型居宅介護等の地域密着型サービスや医療
機関、介護施設等に併設（市内４５か所設置）

福祉のまちづくりの拠点として、どのような相談でも受け止める
場になることを期待

◎認知症コーディネーター

市が養成した認知症コーディ
ネーター（修了生）が、地域密
着型サービス等に従事し、高
齢者等の地域支援を実施

協
働市レベルでの取組

社会福祉法人等が設置する
介護予防拠点・地域交流施設

※2017年4月1日現在
＊市立のみ

作成：厚生労働省

官民協働・地域協働の認知症の地域支援体制づくり(福岡県大牟田市)
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•専門職、高齢・障害・児童の施設事業所、地域住民、民
生委員・児童委員などが参加
•ワークショップなどを通した課題共有・地域連携の場

◎CSW（コミュニティソーシャル
ワーカー）

市社会福祉協議会のCSWが専門的
観点から住民活動をサポート

住民と協働しながら、地域のニーズ
を把握

必要に応じて、関係機関や広域の
ネットワーク会議等につなぐ

◎校区福祉委員会

小学校区ごとに設置された自主ボランティア組織

校区内の福祉問題を解決するために、地域の各種
組織の協力を得て活動

配食サービス、ミニデイサービス、サロン事業、ボラ
ンティアの育成・登録等を実施

◎福祉なんでも相談窓口（地域福祉の活動拠点）

ボランティア（校区福祉委員、民生・児童委員）がどのような相談で
も受け止める。

【２】「丸ごと」受け止める場

住民・専門職によるアウトリーチ
（ローラー作戦）

地域福祉ネットワーク会議
（日常生活圏域：市内７地域）

【高齢部会・障害部会・子ども部会】

生活困窮

高齢

障害

子育て

警察

消防

民生・児童委員
校区福祉委員

•多分野の相談支援機関の課題共有、しくみづくりの場

地域包括ケアシステム推進総合会議
（市全域）

小学校区ごとに設置した「校区福祉委員会」（地域住民が活動の中心）において、ごみ屋敷など、なんで
も相談を通じて把握した課題を地域住民とともに解決を図る。

社会福祉協議会（生活困窮者自立支援制度の自立相談支援の委託も受ける）のＣＳＷ（コミュニティソー
シャルワーカー）が、専門的観点からサポート。

住民に身近な地域での取組

市レベルでの取組

連携

自治体概要※

人口 403,952

面積 36.38㎢

小学校数* 41

中学校数* 18

豊中あぐり
◎豊中あぐり（新たな担い手の育成）

都市型農園を拠点に、人の交流と社会参加を促進
（中高年男性中心）し、地域福祉の担い手づくりを目
指す

連携

コミュニティ
ソーシャルワーカー

※2017年4月1日現在
＊市立のみ

作成：厚生労働省

コミュニティソーシャルワーカーが支える住民主体の地域活動(大阪府豊中市)

医療



◎おじゃまる広場（つつじが丘地区）

地域住民主催の子育て広場が市内全域に展開。
高齢者や障害者が、子育て支援にボランティアとし
て参画し活躍。子どもも高齢者や障害者に元気を与
えて活躍。

◎地域づくり組織
区長制度を廃止し、市内１５の地域の「地
域づくり組織」に整理。

市から「地域づくり組織」に対し使途自由
な「ゆめづくり地域交付金」（既存の地域
向け各種補助金を一括交付金化）を交付。
住民が「自ら考え、自ら行う」まちづくりが
活発化。

【２】「丸ごと」受け止める場

地域づくり組織

エリアネットワーク

 複合的な生活課題（高齢者、就労支援、子ども、健康、障害者、空き家、ＤＶ、自殺、生活困窮者、消
費者被害、認知症、難病、教育、子どもの貧困等）を抱える人の相談に、まちの保健室（地域包括支
援センターのブランチを拠点とした相談窓口）がワンストップ窓口として機能するよう体制を整備。（小
学校圏域に市内15か所）

 直営の地域包括支援センターに配置されたエリアディレクターが地域の課題を検討する各種会議等
を通じて、関係機関のネットワーク（エリアネットワーク）の強化を促進する。

住民に身近な地域での取組

市レベルでの取組

自治体概要※

人口 79,357

面積 129.77㎢

小学校数* 14

中学校数* 5

◎まちの保健室（地域支援事業・地域力強化推進事業）
 身近な健康づくり、地域福祉活動の拠点として2005年（平成17年）度か
ら開設。地域づくり組織と連動するよう市内１５か所に設置し、医療福祉
の専門職を２～３名ずつ配置。
（地域包括支援センターのブランチ）

 まちの保健室の業務
➀あらゆる世代を対象とした、
健康・福祉の総合相談

➁見守り・支援ネットワークづくり
（地域づくり組織などとの協働）
➂健康づくり・介護予防

※2017年9月1日現在
＊市立のみ

「まちの保健室」を拠点としたワンストップ相談（三重県名張市）

「おじゃまる広場」の光景

・福祉 ・保険 ・税金 ・年金 ・就労
・教育 ・子育て ・地域

市

連
携
・協
働

◎エリアディレクター
市役所本庁の地域包括支援センターに
配置された社会福祉士（3名）が、関係
機関等との連携を強化しながら、複合的
な課題に対し、必要な支援をコーディ
ネート。

地域の課題を検討する各種会議等

各種団体機関福祉 医療 教育

作成：厚生労働省

エリアディレクター
（相談支援包括化

推進員）
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◎地域の縁側
誰でも気軽に立ち寄れ、相談もできる
多世代交流の場。市内３３か所に設置

（※）基本型、基幹型（生活支援コーディネーターを配置）、特
定型（高齢者の居場所、子育てサロン等利用対象者であ
れば誰でも利用可）に分類される

市内の地域団体（地区社会福祉協議
会、地区民生委員児童委員協議会、
自治会・町内会等）、NPO、社会福祉法
人等が運営。運営に当たっては、地域
ボランティアと協働（ボランティアポイント
制を活用）

【２】「丸ごと」受け止める場

 相談機能も備えた多世代交流の場である「地域の縁側」を市内３３か所に設置
 「地域の縁側」において把握された困りごと・相談ごとについては、市民センター等と連携して、確実に

専門的な支援につなげる。
 バックアップふじさわ（生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関）をはじめとした相談支援

機関が連携・バックアップ。

住民に身近な地域での取組

市レベルでの取組

◎地区ボランティアセンター（市内１２か所）
 電球交換やゴミ出し、外出付き添いなど、
高齢者や障害者などの日常生活での
ちょっとした困りごとの手助け（生活支援）や、
身近で気軽に集まることのできるサロン（居
場所）事業も実施。

自立相談支援機関（市直営）
（バックアップふじさわ）

◎相談支援包括化推進員
生活困窮者自立相談支援機関（2カ所）
に１名ずつ配置。
複合的な課題がある事例に対し、多機関
が関わる体制を構築することで、制度の
狭間に陥ることがないような支援体制を
構築する。

地域包括支援センター

障がい相談
支援事業所

作成：厚生労働省

自治体概要※

人口 427,501

面積 69.57㎢

小学校数* 35

中学校数* 19
※2017年4月1日現在

＊市立のみ

「地域の縁側」などを中心とした支え合いの地域づくり（神奈川県藤沢市）

ボランティアセンターむつあい

自立相談支援機関（委託）
（バックアップふじさわ社協）

子育て支援
センター

地域の縁側
地区ボランティアセンター
子ども食堂、農福連携 等

地域の多様な活動団体

医療

教育

福祉 介護 子育て

◎全世代・全対象型包括ケアの基盤づくり

•包括的・継続的な支援の実施体制

連携･
バック
アップ

ハローワーク常設窓口（市庁舎内）
（ジョブスポットふじさわ）

◎市民センター・公民館（市内13か所）
地域団体の育成援助や郷土づくり推進会議(※)の業務を担う。
（※）市民、地域団体等の市民参画により、地域の特性を活かした郷土愛あふれるまちづくりを推進

地域の身近な福祉サービスの窓口として地区福祉窓口を設置。福祉や
健康に関する相談を受け、関係機関の紹介や情報提供を実施子どもと地域の大人をつなぐ居場所

（地域の縁側「たきのさわパラダイス」）
地域の縁側と地区ボランティアセンタ－を市社会福祉協
議会が活動をサポート。コミュニティソーシャルワーカーの
活動とも密接に連携。

地域の縁側「ヨロシク♪まるだい」（終活セミナー）

ライフタウン・ジョワ

自宅開放型地域交流サロン「ゆい」

シェークハンズ遠藤「七夕交流会」
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住民に身近な地域での取組

【２】「丸ごと」受け止める場

市内30地区を事業実施単位として、住民に身近な地域での居場所・活動拠点を設置し、住民からの困り
ごと等に対応する相談体制の整備を目指す。

社会福祉協議会の福祉まるごと相談員（相談支援包括化推進員）や第２層生活支援コーディネーターが
連携・協働し、地域での取組をサポート。

あわせて、生活困窮、高齢、障がい分野などの複数事業を受託する社協内の総合相談体制を整備し、
市・社協・関係機関が連携した総合的な支援体制を推進。

自治体概要※

人口 251,206

面積 381.58㎢

小学校数* 36

中学校数* 15

市レベルでの取組

◎三者懇談会（町内会役員・民生委員児童委員・福祉協力員）、地区地域
福祉推進会議

 三者懇談会では福祉マップ（要支援者等の把握等）を作成・更新

 地区地域福祉推進会議では、生活課題を共有し、その解決に向け
て地域福祉活動に取り組むために協議する。

※2018年4月1日現在
＊市立のみ

作成：厚生労働省

活発な地域福祉活動と「丸ごと」相談を組み合わせた総合的な支援体制(山形県山形市)

◎地区社会福祉協議会

 市内30地区に存在。独立会計のもと、各々が主体的に活発な地
域福祉活動（ふれあいいきいきサロン、地域交流活動等）を展開

◎住民に身近な地域での居場所・活動拠点の設
置(2018年度：11か所)

 誰もが気軽に立ち寄れる居場所とするととも
に、週2日程度、住民ボランティア（地区社協役
員や町内会役員等）による何でも相談を実施

◎「ちょっとした支援」の展開

 中・高校生等が、高齢世帯等の雪かきやゴミだ
しを支援

 社会福祉法人の地域貢献活動と連動し、高齢
者の買い物支援を実施（送迎車の空き時間を活
用）

◎福祉まるごと相談窓口（市社会福祉協議会に設置）

 社協が受託している地域包括支援センター、障がい者相談
支援センター、成年後見センター、生活困窮者自立相談支援
の窓口を集約し、総合相談体制を推進。

◎福祉協力員活動（平成8年～全地区配置）

 市社会福祉協議会が委嘱。高齢者の見守り、声かけ、訪問を実施
するほか、地域福祉活動に協力

第十地区やよい集会所

高校生による除雪活動

福祉まるごと相談員、生活支援
コーディネーターがサポート

連携
サポート

◎福祉まるごと相談員（CSW（コミュニティソーシャルワーカー））

 複合的な課題、「制度の狭間」に対応するため、社協に５名
（うち１名は市役所内）配置。同じく社協に配置された生活支援
コーディネーターと連携。

連携高齢関係障がい関係 児童関係

保健関係

生活保護

住まい関係

雇用･就労関係

権利擁護関係
環境関係

教育関係

福祉まるごと相談員

市

児童相談所 医師会司法関係 警察



地域福祉課
トータルサポート係

住民に身近な地域での取組

【２】「丸ごと」受け止める場

生活困窮者支援を推進する基盤整備の一環として保健福祉センター内に総合相談窓口を設置。
市役所内の関係部署や関係機関との連携を促進するために、統一様式（Joint-Sheet）を活用。地域福
祉課内にトータルサポート係を設置し、複合的な事案の支援やコーディネート等を実施。

住民、専門職、行政等が協働して地域課題を解決するためのネットワークとして、「地域発信型ネット
ワーク」を構築。「小地域福祉ブロック会議」等により、地域内の課題の解決や地域活動を展開。

自治体概要※

人口 96,196

面積 18.57㎢

小学校数*   8

中学校数* 3

市レベルでの取組

※2017年10月1日現在
＊市立のみ

◎小地域福祉ブロック会議
 小学校区単位で、住民、専門職、行政等、地域
の福祉に関わる人々が集まり、地域内の課題の
発見・共有、活動展開方法の検討と計画化、役
割分担、活動、評価を実施。住民主体の見守り
活動や居場所づくり等を実施。（2016年度の地域
活動の実践件数13件）

社会福祉課、地域福祉課
福祉センター、生活援護課
障害福祉課、高齢介護課
※福祉部各所管課長による福祉
部部会において地域課題の共通理
解・合意形成を実施

福祉部 関係機関

作成：厚生労働省

生活困窮者支援を基盤とした包括的支援体制(兵庫県芦屋市)

◎福祉なんでも相談「総合相談窓口」

◎全世代交流に向けたプロジェクト・チーム
 金融機関、株式会社、大学等の多様な主体による情報
交換、学習会を通じてこれからの「地域につながる取組」
を期待。

連携

子育て、健康、住宅、都市計画、防災
教育、経済、環境、納税等

関係部署

連携

小地域福祉ブロック会議の様子

 関係部署・関係機関の連携
円滑化のためにガイドライン
を作成し、統一様式（Joint-
Sheet）を活用

窓口対応・相談支援
ガイドライン

中学校区福祉
ネットワーク会議
（市内３地域）

・地域ケア会議、自立支
援協議会実務者会議、
要対協、個別ケース検
討会議と
連動

課題
共有

 保健福祉センター内に総合相談窓口を設
置。生活困窮者自立相談支援事業も担う社
会福祉協議会が運営し、分野を問わない相
談を受けている。

連携 連携

権利擁護支援センター
高齢者生活支援センター
（地域包括支援センター）
障がい者就業・生活支援センター
就労準備支援事業
障がい者基幹相談支援センター
障がい者相談支援事業
家庭児童相談室

 地域福祉課トータルサポート係で、複合的な事案についての支援・
関係各課のコーディネート、専門的な事項についてのサポート、部
署横断のプロジェク・トチームの事務局等を担当。
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○ 生活困窮者が薪割りの活動に参加。

○ この活動がきっかけとなり、薪ストーブの開発や薪木の販売事業、木
くずを使った着火剤の製造へと活動が発展し、生活困窮者も参加。

【取組内容】

○ 地域資源を生かして地域課題の解決を目指す取組の中で、里山保全・生活困窮者の就労の場の確
保、地域経済の活性化をセットで実現。

市の概要
人口：115,252人
高齢化率：24.7％
保護率：6.5‰
産業構造：
1次産業4.4％、
2次産業39.3％、
3次産業51.0％

 平成２６年の「協働のまちづくり条例」施行を契機に、ヒト・モノ・カネ
が地域で回る仕組みをつくり、食・エネルギー・ケアの自給圏を創造
する「地域資源を生かした地域完結型のまちづくり」が本格化。

 「どのような地域にしたいか」を考えながら地域の姿を創造していく中
で、地域経済が循環する仕組みを構築し、いくつものプロジェクトが
誕生。

→その一つとして、里山整備を起点に生活困窮者の就労の場の確保と、
薪生産・関連製造業が生まれた。

【地域課題】

○ 里山の木を切り出し薪にする人
手不足により、枯れた木々が放
置されるようになった。

○ この結果、獣害被害が深刻化。

薪木の販売木くずを活用した着火材等の製造

販売
薪割り里山保全

地域経済
の活性化

環境改善

多様な参
加する場、
働く場

「地域完結型まちづくり」の一つの形として：滋賀県東近江市の例

http://illustk.com/wp-content/img/illust/simple_campfire.png
http://4.bp.blogspot.com/-HeaH7ykB8lQ/V9vCiZolD-I/AAAAAAAA9-o/ZSEW4OfgDqUUnoXNR6ZmSPu5YjdaeQHuQCLcB/s800/nenryou_maki.png
http://4.bp.blogspot.com/-FhkC9y2vCyg/VdLr1zOHdwI/AAAAAAAAwyg/3vkVjoSsV68/s800/pellet_stove.png


農家
高齢化、収益が少な
い、人手不足、外国産
品の輸入 →生産量
の伸び悩み

企業（和菓子企業）
栗のブランド化を発案

福祉
困窮者、若年無業者、
障害者、高齢者の中
間的就労先等の確保

改良センター、ＪＡの栽培技
術提供、生産農家の開拓

環境団体ＮＰＯが里山整備
後に栗の木を植栽

プロジェクトに先行し、企業
の製造ノウハウの提供・販
売の協力を得て、中間的就
労の場を開設

先進地での栽培・加工技術
の取得、栗の買い取り約束

それぞれが抱える地域課題の
解決に向けた取組が連動し始める

市の概要
人口：94,054人
高齢化率：31.1％
保護率：10.0‰
産業構造：
1次産業7.5％、
2次産業38.5％、
3次産業53.1％

農業

加工・
製造

販売・
宣伝

「いがぐりプロジェクト」へ

 栗産業は輸入品に押され、農家の高齢化や人手不足による耕作
放棄地の増加等の課題を抱えている。

 地元の「いがぐり」をブランド化できないかとの和菓子製造企業か
らの発案をきっかけに、伊賀市社会福祉協議会が栗の栽培から
加工、菓子製造販売の課程に関わる「いがぐりプロジェクト」を構
想。

→市社協が把握している生活困窮者、若年無業者、障害者、高齢者
など様々な人に共通の「中間的就労ニーズ」への対応を目指す。

これまではそれぞ
れが各種の補助・
助成金を活用して
きたが、「赤い羽
根福祉基金」の助
成決定により苗
木・選果機の購入
などの事業化が可
能となった

6次産業化

福
祉
分
野

環
境
Ｎ
Ｐ
Ｏ

7次産業化

地
域
産
業
活
性
化

福祉分野の中間的就労ニーズへの対
応 ⇒ 7次産業化への付加価値

市社協がコー
ディネイト

様々な人に共通の中間的就労ニーズへの対応：三重県伊賀市の例
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 主要産業での人材不足が地域課題となっていた（地域産
業の衰退による人口減少の加速化→地域力の低下）。

 特に観光業では少子化・不規則勤務のため新卒就労者
の減少があったほか、水産業では繁忙期の人材確保に
外国からの出稼ぎ者も活用。

→生活困窮者自立支援法の施行を契機に、これら地域課題
と生活困窮者の支援ニーズを組み合わせて解決できるので
はないかとの気づき。

行政
産業
部門

行政
福祉
部門

連携

市の概要
人口：19,700人
高齢化率：34.3％
保護率：4.9‰
産業構造：
1次産業12.2％、
2次産業16.7％、
3次産業65.3％

生活困窮者自立支援制度での支援

相談につながる生活困窮者の特徴
・ 短期間の支援（即就労したい）、ステップ
アップ就労の場の確保が必要
・ 他県出身者で地域とのつながりが
ない人が多い

観光業・水産業
での人手不足

観光業では、短時間就労
や勤務内容の細分化が
可能であるほか、寮完備
で即日就労も可能。

双方の課題解決に向け、商工会議
所・観光協会・漁協への働きかけ

生活困窮者が利用できる
短時間就労、就労体験の場、

緊急対応（宿泊場所）の確保が可能に

事業者にとっては、
人材確保ができるだけでなく、

受け入れた人の支援が継続する安心感

課題解決に向けた、様々な機関・地域の連携関係の構築

定住人口増加、雇用者数の増加、観光的魅力アップ、地域力アップ

生活困窮者自立支援制度施行を契機とした「気づき」：三重県鳥羽市の例



＜参考＞福祉各分野における主な資源（相談支援機関、人員、協議会等）の状況

高齢 障害 子ども 生活困窮

相談支
援機関

地域包括支
援センター

－ 基幹相談支援セ
ンター

子育て世代包括支
援センター

市区町村子ども家
庭総合支援拠点

利用者支援事
業

地域子育て支
援拠点

自立相談支援
機関

相談員・
コーディ
ネーター

社会福祉士
主任ケアマ
ネジャー
保健師等

生活支援
コーディ
ネーター

主任相談支援専
門員
相談支援専門員
社会福祉士
精神保健福祉士
保健師
等

○保健師等（保健
師、助産師、看護師、
ソーシャルワーカー
（社会福祉士等))を
１名以上配置
※ソーシャルワーカーの
みを配置する場合は保健
師、助産師又は看護師と
の連携体制を確保

○利用者支援専門
員を１名以上配置

①子ども家庭支援
員、②心理担当支
援員、③虐待対応
支援員
※人口規模に応じて配置

【基本型・特定
型】
利用者支援専
門員を1名以
上
【母子保健型】
保健師、助産
師等を1名以
上

子育て支援に
関して意欲が
あり、子育て
に関する知識
経験を有する
者（一般型２
名以上、連携
型1名以上）

主任相談支援
員
相談支援員
就労支援員

財源構
成等

地域支援事業交付金（包
括的支援事業 国38.5％、
都道府県19.25％、市町村
19.25％、１号保険料23％）

地域生活支援事
業費等補助金
（基幹相談支援
センター等機能
強化事業）
（国1/2以内、都道
府県1/4以内）機
能強化事業以外
の部分は市町村
の一般財源で実
施。

子ども・子育て支援
交付金（利用者支援
事業 国1/3、都道府

県1/3、市町村1/3）、
母子保健衛生費補
助金（妊娠・出産包
括支援事業 国1/2、

市町村1/2）を活用

児童虐待・DV対策
等総合支援事業費
国庫補助金（国1/2、
市町村1/2）

子ども・子育て支援交付金（国
1/3、都道府県1/3、市町村1/3）

※これらの事業に事業主拠出金
は充当されない。

生活困窮者自
立支援負担金
(国3/4、福祉事
務所設置自治体
1/4)

協議会
等

○運営協議
会
○地域ケア
会議

協議体 （自立支援）協議
会

○支援プラン策定
の協議会又はケー
ス検討会議
○保健医療又は福
祉の関係機関との
協議の場

【母子保健
型】
関係機関と
の協議の場

支援会議

要保護児童対策地域協議会 23



地域力強化をとりまく様々な資源と地域における協議の場

住民に身近な圏域 市町村域等 都道府県

★地域包括支援センター《高齢》 5,079か所 ブランチ等を含め7,256か所（H30）

サービス担当者会議《高齢》

★第１層協議体《高齢》★第２層協議体《高齢》

地域ケア会議

医療的ケア児の協議の場

（自立支援）協議会《障害》

★相談支援事業所《障害》 9,623か所（H30） 基幹相談支援センター《障害》 650市町村（H30）

利用者支援事業 1,897か所（H30）※一部子育て世代包括支援センターと重複あり

地域子育て支援拠点（子育て）7,259か所(H29) 子育て世代包括支援センター 1,436か所（761市町村)(H29)

子ども・子育て会議

児童相談所 212か所（H30）

要保護児童対策地域協議会

放課後子供教室協議会 放課後子供教室運営委員会 放課後子供教室推進委員会

黒枠は、協議の場

★福祉事務所 1,250か所（H31）

★ひきこもり支援センター 67自治体(H30）

★自立支援相談支援機関（生活困窮者）1,317か所（Ｈ30）

生活困窮者自立支援調整会議／支援会議

★コーディネート人材の配置あり

難病相談支援センター 61か所（Ｈ30）

がん相談支援センター がん診療連携拠点病院等数：428施設（H31）

保健所 472か所（H31） 市町村保健センター 2467施設（H31）

このほかにも、環境、防災、産業
など様々な協議の場がある。

地域密着型サービス運営推進会議《高齢》

連絡協議会（ひきこもり支援）

難病対策地域協議会

★チーム員会議《高齢：認知症初期集中支援》

サービス担当者会議《障害》
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総合相談支援業務

行政機関、保健所、医療機関、

児童相談所など必要なサービスにつなぐ

多面的（制度横断的）支援の展開

介護サービス

成年後見制度

地域権利擁護

医療サービス

ヘルスサービス

虐待防止

ボランティア

民生委員

介護相談員

権利擁護業務

包括的・継続的ケアマ
ネジメント支援業務

・「地域ケア会議」等を通じた自立支
援型ケアマネジメントの支援

・ケアマネジャーへの日常的個別指
導・相談

・支援困難事例等への指導・助言

住民の各種相談を幅広く受け付けて、
制度横断的な支援を実施

・成年後見制度の活用促進、
高齢者虐待への対応など

地域包括支援センターについて

地域包括支援センターは、市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を
配置して、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域の住民を包
括的に支援することを目的とする施設。（介護保険法第115条の46第１項）

介護予防ケアマネジメント
(第一号介護予防支援事業)

障害サービス相談

介護離職防止相談

生活困窮者自立支援相談

主任ケア
マネジャー等

保健師等

社会福祉士等

チームアプローチ

全国で5,079か所。
（ブランチ等を含め7,256か所）
※平成３０年４月末現在、厚生労働省老健局振興課調べ。
※倉敷市を除く。

要支援・要介護状態になる可能性
のある方に対する介護予防ケアプ
ランの作成など
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生活支援・介護予防の体制整備におけるコーディネーター・協議体の役割

（２）協議体の設置 ⇒多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進

（１）生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置 ⇒多様な主体による多様な取組のコーディネート
機能を担い、一体的な活動を推進。コーディネート機能は、以下のＡ～Ｃの機能があるが、当面ＡとＢの機能を
中心に充実。

エリアとしては、第１層の市町村区域、第２層の中学校区域がある。

① 第１層 市町村区域で、主に資源開発（不足するサービスや担い手の創出・養成、活動する場の確保）中心
② 第２層 中学校区域で、第１層の機能の下で具体的な活動を展開

※ コーディネート機能には、第３層として、個々の生活支援サービスの事業主体で、利用者と提供者をマッチングする機能が
あるが、これは本事業の対象外

（Ａ）資 源 開 発 （Ｂ）ネットワーク構築 （Ｃ）ニーズと取組のマッチング

生
活
支
援
・
介
護
予
防
の
基
盤
整
備
に
向
け
た
取
組

○ 地域に不足するサービスの創出
○ サービスの担い手の養成
○ 元気な高齢者などが担い手として活動す

る場の確保 など

○ 関係者間の情報共有
○ サービス提供主体間の連携の体制づくり
など

○ 地域の支援ニーズとサービス提供主体の
活動をマッチング
など

民間企業 ボランティアＮＰＯ 協同組合 社会福祉法人

生活支援・介護予防サービスの多様な関係主体の参画例

※ コーディネーターの職種や配置場所については、一律には限定せず、地域の実情に応じて多様な主体が活用できる仕組
みとなっているが、市町村や地域包括支援センターと連携しながら活動することが重要。

等
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基幹相談支援センターは、地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務（身体障害・知的障害・
精神障害）及び成年後見制度利用支援事業を実施し、地域の実情に応じて以下の業務を行う。

※ 平成２４年度予算において、地域生活支援事業費補助金により、基幹相談支援センターの機能強化を図るための、①専門的職員の配置、②地
域 移行・地域定着の取組、③地域の相談支援体制の強化の取組に係る事業費について、国庫補助対象とした。

また、社会福祉施設等施設整備費補助金等により、施設整備費について国庫補助対象とした。

基幹相談支援センターの役割のイメージ

主任相談支援専門員、相談支援専門員

社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等

総合相談・専門相談

地域移行・地域定着権利擁護・虐待防止

地域の相談支援体制の強化の取組

・成年後見制度利用支援事業

・虐待防止
※ 市町村障害者虐待防止センター（通報
受理、相談等）を兼ねることができる。

障害の種別や各種ニーズに対応する

・ 総合的な相談支援（３障害対応）の実施

・ 専門的な相談支援の実施

・入所施設や精神科病院への働きかけ

・地域の体制整備に係るコーディネート

運営委託等

相談支援
事業者

相談支援
事業者

相談支援
事業者

児童発達
支援センター

基幹相談支援センター

（相談支援事業者）

（自立支援）協議会

・相談支援事業者への専門的指導、助言

・相談支援事業者の人材育成

・相談機関との連携強化の取組

【平成30年度設置市町村数：650】
（一部共同設置）



○ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援のために、子育て世代包括支援センターに保健師等を配置して、

「母子保健サービス」 と 「子育て支援サービス」 を一体的に提供できるよう、きめ細かな相談支援等を行う。

○母子保健法を改正し子育て世代包括支援センターを法定化（平成29年４月１日施行）（法律上は「母子健康包括支援センター」）。

➢実施市町村数：７６１市区町村（１，４３６か所）（2018年４月１日現在） ➢おおむね平成32年度末までに全国展開を目指す。

保健所 児童相談所
子育て支援機関

医療機関（産科医、小児科医等）

①妊産婦等の支援に必要な実情の把握 ②妊娠・出産・育児に関する相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導

③保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整 ④支援プランの策定

子育て世代包括支援センター

妊産婦等を支える地域の包括支援体制の構築

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援

民間機関

妊娠前 妊娠期 出産 産後 育児

妊婦健診

乳児家庭全戸訪問事業

子育て支援策
・保育所
・地域子育て支援拠点事業
・里親 ・乳児院
・養子縁組
・その他子育て支援策

両親学級等

妊娠に関する
普及啓発

不妊相談

乳幼児健診

予防接種

産前・産後サポート事業 産後ケア事業

近隣住民やボランティアなどによるインフォーマルなサービス

養育支援訪問事業

利用者支援実施施設

地域の関係団体

ソーシャル
ワーカー

看護師助産師保健師

産婦健診

サ
ー
ビ
ス
（
現
業
部
門
）

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
必
須
）

母子保健支援

子育て支援

子育て世代包括支援センターの全国展開
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「利用者支援事業」の概要

○ 子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できるように、
身近な場所での相談や情報提供、助言等必要な支援を行うとともに、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくりを等を行う

○「基本型」は、「利用者支援」と「地域連携」の２つの柱で構成している。

《職員配置》専任職員（利用者支援専門員）を１名以上配置
※子ども・子育て支援に関する事業（地域子育て支援拠点事業など）の一定の実務経験を有する者で、子育て支援員基本研修及び
専門研修（地域子育て支援コース）の「利用者支援事業（基本型）」の研修を修了した者等

事業の目的

３つの事業類型
基本型

○ 主として市区町村の窓口で、子育て家庭等から保育サービスに
関する相談に応じ、地域における保育所や各種の保育サービスに
関する情報提供や利用に向けての支援などを行う

《職員配置》専任職員（利用者支援専門員）を１名以上配置

※子育て支援員基本研修及び専門研修（地域子育て支援コー
ス）の「利用者支援事業（特定型）」の研修を修了している
者が望ましい

特定型 （いわゆる「保育コンシュルジュ」）

○ 主として市町村保健センター等で、保健師等の専門職が、妊娠
期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する妊産婦等
からの様々な相談に応じ、その状況を継続的に把握し、支援を
必要とする者が利用できる母子保健サービス等の情報提供を行う
とともに、関係機関と協力して支援プランの策定などを行う

《職員配置》母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師等
を１名以上配置

母子保健型

【利用者支援】
地域子育て支援拠点等の身近な場所で、
○子育て家庭等から日常的に相談を受け、個別のニー
ズ等を把握

○子育て支援に関する情報の収集・提供
○子育て支援事業や保育所等の利用に当たっての
助言・支援
→当事者の目線に立った、寄り添い型の支援

【地域連携】
○より効果的に利用者が必要とする支援につながる
よう、地域の関係機関との連絡調整、連携・協働の
体制づくり

○地域に展開する子育て支援資源の育成
○地域で必要な社会資源の開発等
→地域における、子育て支援のネットワークに基づく
支援

○ 市区町村とする。ただし、市区町村が認めた者への委託等を行うことができる。

実施主体 地域子育て支援拠点事業と一体的に
運営することで、市区町村における
子育て家庭支援の機能強化を推進
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地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業 の 概 要

機能

実施主体

基本事業

実施形態

従事者

実施場所

開設日数等

一 般 型

常設の地域の子育て拠点を設け、地域の子育て支援機能の充実を図
る取組を実施

・地域の子育て拠点として地域の子育て支援活動の展開を図るための取組（加算）

一時預かり事業や放課後児童クラブなど多様な子育て支援活動を拠点施設で一
体的に実施し、関係機関等とネットワーク化を図り、よりきめ細かな支援を実施する
場合に、「地域子育て支援拠点事業」本体事業に対して、別途加算を行う

・出張ひろばの実施（加算）

常設の拠点施設を開設している主体が、週１～２回、１日５時間以上、親子が集う
場を常設することが困難な地域に出向き、出張ひろばを開設

・地域支援の取組の実施（加算）※
①地域の多様な世代との連携を継続的に実施する取組

②地域の団体と協働して伝統文化や習慣・行事を実施し、親子の育ちを継続的に支
援する取組

③地域ボランティアの育成、町内会、子育てサークルとの協働による地域団体の活
性化等地域の子育て資源の発掘・育成を継続的に行う取組

④家庭に対して訪問支援等を行うことで地域とのつながりを継続的に持たせる取組
※利用者支援事業を併せて実施する場合は加算しない。

子育て支援に関して意欲があり、子育てに関する知識・経験を有する
者 （２名以上）

公共施設空きスペース、商店街空き店舗、民家、マンション・アパート
の一室、保育所、幼稚園、認定こども園等を活用

週３～４日、週５日、週６～７日／１日５時間以上

連 携 型

児童館等の児童福祉施設等多様な子育て支援に関する施設に親子が集
う場を設け、子育て支援のための取組を実施

・地域の子育て力を高める取組の実施（加算）
拠点施設における中・高校生や大学生等ボランティアの日常的な受入・養成の実施

子育て支援に関して意欲があり、子育てに関する知識・経験を有する者（１
名以上）に児童福祉施設等の職員が協力して実施

児童館等の児童福祉施設等

週３～４日、週５～７日／１日３時間以上

①子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 ②子育て等に関する相談・援助の実施
③地域の子育て関連情報の提供 ④子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

市町村（特別区を含む。）
（社会福祉法人、ＮＰＯ法人、民間事業者等への委託等も可）

①～④の事業を子育て親子が集い、うち解けた雰囲気の中で語
り合い、相互に交流を図る常設の場を設けて実施

①～④の事業を児童館等の児童福祉施設等で従事する子育て中の
当事者や経験者をスタッフに交えて実施
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◎地域の社会資源を開発する人の配置（コーディネーター）
○ 介護保険の生活支援コーディネーターの活動範囲を高齢者だけで
なく、全ての世代の人を対象に拡大

（１）想定される国庫補助等事業等
・ 地域支援事業（介護保険制度）：生活支援体制整備事業
・ 「我が事・丸ごと」の地域づくり推進事業：地域力強化推進事業
・ 市区町村単独事業（コミュニティソーシャルワーカーの配置等）

（２）費用按分の方法として考えられる例
・ 雇用契約等に規定されている勤務時間数等によって按分する。
・ 就学前児童数（６歳未満）、６～６５歳未満の障害児・者数、高齢
者数のそれぞれの割合により、按分する（例：就学前児童数および
６～６５歳未満の障害児・者数は市区町村単独事業、高齢者数は地
域支援事業で対応）。

○ 平成２９年３月３１日付けで発出された通知（「地域づくりに資する事業の一体的な実施について」）では、介護保険制度の地域支援事業、障害者
総合支援制度の地域生活支援事業、子ども・子育て支援制度の地域子育て支援拠点事業、健康増進法に基づく健康増進事業などの地域づくりに
資する事業（予算による国庫補助事業や市区町村が単独事業として行うものを含む。）について、事業の効果、効率性や対象者の生活の質を高め
るために、市区町村は、複数の事業を連携して一体的に実施することが出来る旨を明確化している。なお、下記は考えられる一例を参考までに示
したものであり、事業実施に当たっては、各市区町村の実情等に応じて適切に実施する必要があることに留意する必要がある。

地域づくりに資する事業の一体的な実施として考えられる例

◎権利擁護
○ 成年後見制度利用促進のための広報・普及活動の実施について、
高齢部門と障害部門を一本化して実施

（１）想定される国庫補助等事業等：
・ 地域生活支援事業等（障害者総合支援制度）：

成年後見制度普及啓発事業
・ 地域支援事業（介護保険制度）：成年後見制度利用支援事業

（２）費用按分の方法として考えられる例
・ 認知症高齢者数、知的障害者・精神障害者数に応じて按分する。

○ 市民後見人等の養成事業について、高齢部門と障害部門を一本化
して実施
（１）想定される国庫補助等事業
・ 地域生活支援事業（障害者総合支援制度）：

成年後見制度法人後見支援事業
・ 地域医療介護総合確保基金（介護分）：権利擁護人材育成事業

（２）費用按分の方法として考えられる例
・ 認知症高齢者数、知的障害者・精神障害者数に応じて按分する。

◎居住支援
○ 高齢者や障害者等の住宅確保要配慮者が円滑な入居ができるよ
う、住宅に関する情報提供、入居に関する相談支援、不動産関係団
体等との連携による入居支援等の居住支援の取組を、対象者で区分
せず一体的に実施

（１）想定される国庫補助等事業等
・ 地域支援事業（介護保険制度）：地域自立生活支援事業
・ 地域生活支援事業（障害者総合支援制度）：住宅入居等支援事業
・ 自立相談支援事業・居住支援事業（生活困窮者自立支援制度）

（２）費用按分の方法として考えられる例
・ 高齢者、障害者、生活困窮者（推定）数に応じて按分する。

◎子どもの学習支援
○ 小中学生に対して放課後に行う学習支援事業について、対象者を
保護者の収入等で限定せず、同一の場所・同一の時間に実施

（１）想定される国庫補助等事業等
・ 学習支援事業（生活困窮者自立支援制度）
・ 子どもの生活・学習支援事業（ひとり親家庭支援）
・ 地域学校協働活動推進事業（文部科学省）

（２）費用按分の方法として考えられる例
・ 就学援助率等を用いて按分する。 31



都道府県名 自治体名 都道府県名 自治体名 都道府県名 自治体名 都道府県名 自治体名

札幌市 東京都 彦根市 高松市
釧路市 墨田区 長浜市 宇多津町
京極町 世田谷区 甲賀市 琴平町
鷹栖町 杉並区 野洲市 愛媛県

音威子府村 江戸川区 東近江市 宇和島市
津別町 八王子市 米原市 伊予市
広尾町 調布市 長岡京市 高知市
青森県 国立市 京田辺市 中土佐町
鰺ヶ沢町 狛江市 精華町 佐川町
盛岡市 藤沢市 大阪市 黒潮町
遠野市 小田原市 豊中市 大牟田市
矢巾町 新潟県 池田市 八女市
岩泉町 新潟市 高石市 うきは市

宮城県 仙台市 胎内市 阪南市 糸島市
秋田県 富山市 明石市 新宮町
湯沢市 氷見市 芦屋市 岡垣町
井川町 金沢市 宝塚市 大刀洗町
大潟村 能美市 加東市 佐賀県 佐賀市
山形市 福井県 坂井市 たつの市 長崎市
天童市 長野県 奈良市 佐々町

福島県 郡山市 松本市 桜井市 熊本県 大津町
土浦市 伊那市 王寺町 大分県

ひたちなか市 下諏訪町 下市町 杵築市
東海村 富士見町 和歌山県 和歌山県 都城市
栃木県 原村 鳥取県 小林市
栃木市 朝日村 琴浦町 日向市

那須烏山市 岐阜県 関市 北栄町 門川町
市貝町 静岡県 吉田町 松江市 美郷町
高根沢町 岡崎市 大田市 高千穂町
那珂川町 豊田市 岡山市 鹿児島県

群馬県 玉村町 長久手市 倉敷市 鹿屋市
埼玉県 東浦町 美作市 西之表市
狭山市 伊勢市 広島県 中種子町
草加市 桑名市 広島市 南種子町

ふじみ野市 名張市 呉市 瀬戸内町
鳩山町 亀山市 山口県
千葉市 鳥羽市 宇部市
松戸市 いなべ市
鴨川市 伊賀市

御浜町

山口県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

長崎県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

千葉県

北海道

青森県

岩手県

秋田県

山形県

大分県

宮崎県

鹿児島県

茨城県

栃木県

埼玉県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

長野県

愛知県

平成30年度 地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業実施予定自治体一覧表(151自治体）
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未定稿
１万人未満 １～３万人 ３～５万人 ５～１０万人 １０～２０万人 ２０～３０万人 ３０～５０万人 ５０万人以上 都道府県
北海道京極町 岩手県遠野市 秋田県湯沢市 山形県天童市 北海道釧路市 岩手県盛岡市 福島県郡山市 北海道札幌市 青森県
北海道鷹栖町 岩手県矢巾町 茨城県東海村 東京都国立市 茨城県土浦市 山形県山形市 千葉県松戸市 宮城県仙台市 秋田県

北海道音威子府村 栃木県那須烏山市 群馬県玉村町 東京都狛江市 茨城県ひたちなか市 埼玉県草加市 神奈川県藤沢市 千葉県千葉市 栃木県
北海道津別町 栃木県市貝町 千葉県鴨川市 福井県坂井市 栃木県栃木市 東京都墨田区 富山県富山市 東京都世田谷区 埼玉県
北海道広尾町 栃木県高根沢町 新潟県胎内市 長野県伊那市 埼玉県狭山市 東京都調布市 石川県金沢市 東京都杉並区 東京都
青森県鰺ヶ沢町 栃木県那珂川町 富山県氷見市 岐阜県関市 埼玉県ふじみ野市 長野県松本市 愛知県岡崎市 東京都江戸川区 新潟県
岩手県岩泉町 埼玉県鳩山町 石川県能美市 愛知県長久手市 神奈川県小田原市 兵庫県明石市 愛知県豊田市 東京都八王子市 長野県
秋田県井川町 長野県下諏訪町 三重県亀山市 愛知県東浦町 三重県伊勢市 兵庫県宝塚市 大阪府豊中市 新潟県新潟市 和歌山県
秋田県大潟村 長野県富士見町 三重県いなべ市 三重県名張市 三重県桑名市 島根県松江市 奈良県奈良市 大阪府大阪市 鳥取県
長野県原村 静岡県吉田町 滋賀県米原市 三重県伊賀市 滋賀県彦根市 広島県呉市 岡山県倉敷市 岡山県岡山市 広島県
長野県朝日村 三重県鳥羽市 京都府精華町 滋賀県甲賀市 滋賀県長浜市 佐賀県佐賀市 香川県高松市 広島県広島市 山口県
三重県御浜町 奈良県王寺町 兵庫県加東市 滋賀県野洲市 滋賀県東近江市 高知県高知市 愛媛県
奈良県下市町 鳥取県琴浦町 島根県大田市 京都府長岡京市 大阪府池田市 長崎県長崎市 大分県
香川県琴平町 鳥取県北栄町 愛媛県伊予市 京都府京田辺市 山口県宇部市 鹿児島県
高知県中土佐町 岡山県美作市 福岡県うきは市 大阪府高石市 福岡県大牟田市
宮崎県美郷町 香川県宇多津町 福岡県新宮町 大阪府阪南市 福岡県糸島市

鹿児島県中種子町 高知県佐川町 福岡県岡垣町 兵庫県芦屋市 宮崎県都城市
鹿児島県南種子町 高知県黒潮町 熊本県大津町 兵庫県たつの市 鹿児島県鹿屋市
鹿児島県瀬戸内町 福岡県大刀洗町 大分県杵築市 奈良県桜井市

長崎県佐々町 宮崎県小林市 愛媛県宇和島市
宮崎県門川町 福岡県八女市
宮崎県高千穂町 宮崎県日向市
鹿児島県西之表市

（参考）人口規模別事業実施自治体数及び実施率
１万人未満 １～３万人 ３～５万人 ５～１０万人 １０～２０万人 ２０～３０万人 ３０～５０万人 ５０万人以上 都道府県

19 23 20 22 18 11 13 11 14
3.7% 5.2% 8.1% 8.5% 11.8% 24.4% 27.1% 29.7% 29.8%

※実施率とは、各人口規模別の市町村数に占める、本事業実施市町村数の割合

＜参考＞ 人口別実施自治体数と割合（平成30年度）
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種別 自治体数 割合（事業実施自治体数対比）

直営（委託なし） １６自治体 １３．２％

委託（一部委託・補助等含む） １０５自治体 ８６．８％

事業実施自治体数 １２１自治体 １００．０％

地域力強化推進事業における委託の有無・委託先種別（平成30年度）

委託の有無

種別 団体数 割合
（事業受託団体数対比）

社会福祉協議会 ９１団体 ７９．１％

社会福祉法人 ７団体 ６．１％

ＮＰＯ法人 ４団体 ３．５％

一般社団法人 ２団体 １．７％

医療法人 ５団体 ４．３％

大学 ３団体 ２．６％

その他 ３団体 ２．６％

事業実施団体数 １１５団体 １００．０％

委託先の種別 ※

※複数種別の団体への委託ケースがあるため、委託先種別ごとの割合の合計は委託割合と一致しない
34



地域力強化推進事業における「地域住民の相談を包括的に受け止める場」の
設置場所（平成30年度）

※複数の種別に設置する自治体があるため、事業実施自治体数の合計と一致しない
※新規自治体のうち、設置場所を検討中の自治体が複数あるため、すべての自治体の状況を反映していない

種別 自治体数※
割合

（事業実施自治体数
対比）

役所・役場 ８自治体 ６．６％

地域包括支援センター １８自治体 １４．９％

自立相談支援機関 ５自治体 ４．１％

障害者相談支援事業所 ２自治体 １．７％

地域子育て支援拠点 ３自治体 ２．５％

地域住民等 ２９自治体 ２４．０％

活動拠点（公民館等） ３９自治体 ３２．２％

社会福祉協議会 ３０自治体 ２４．８％

その他 ２１自治体 １７．４％
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種別 自治体数 割合（事業実施自治体数対比）

直営（委託なし） ３４自治体 ２９．１％

委託（一部委託・補助等含む） ８３自治体 ７０．９％

事業実施自治体数 １１７自治体 １００．０％

委託の有無

種別 団体数 割合
（事業受託団体数対比）

社会福祉協議会 ６６団体 ７３．３％

社会福祉法人 ８団体 ８．９％

ＮＰＯ法人 ２団体 ２．２％

一般社団法人 ５団体 ５．６％

医療法人 ６団体 ６．７％

その他 ３団体 ３．３％

事業実施団体数 ９０団体 １００．０％

委託先の種別

※複数種別の団体への委託ケースがあるため、委託先種別ごとの割合の合計は委託割合と一致しない
※平成30年度の協議書をもとに作成（事業の実施状況により変更になる可能性あり）

多機関の協働による包括的支援体制構築事業における委託の有無・委託先種別
（平成30年度）
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多機関の協働による包括的支援体制構築事業における相談支援包括化推進員の
配置場所（平成30年度）

※複数の種別に設置する自治体があるため、事業実施自治体数の合計と一致しない
※新規自治体のうち、設置場所を検討中の自治体が複数あるため、すべての自治体の状況を反映していない

種別 自治体数※
割合

（事業実施自治
体数対比）

役所・役場 ３２自治体 ２７．４％

地域包括支援センター ２０自治体 １７．１％

自立相談支援機関 １９自治体 １６．２％

公民館・コミュニティセンター等 ６自治体 ５．１％

社会福祉協議会 ５０自治体 ４２．７％

基幹型相談支援センター ０自治体 ０．０％

障害者相談支援事業所 ６自治体 ５．１％

地域子育て支援センター ２自治体 １．７％

法人事業所 ３自治体 ２．６％

その他 ５自治体 ４．３％
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多機関の協働による包括的支援体制構築事業における相談支援包括化推進員の
配置状況（平成30年度）

配置数 自治体数 割合

１人 ３１自治体 ２８．２％

２人 ３７自治体 ３３．６％

３～４人 ２２自治体 ２０．０％

５～９人 １４自治体 １２．７％

１０人以上 ６自治体 ５．５％

合計 １１０自治体 １００．０％

配置数別の自治体数・割合 ※

平均配置数 １自治体あたり ３．４人

配置数
１万人未
満

１～３万
人

３～５万
人

５～１０
万人

１０～２０
万人

２０～３０
万人

３０～５０
万人

５０万人
以上

１人 ４自治体 ９自治体 ８自治体 ２自治体 ４自治体 ２自治体 － ２自治体

２人 ８自治体 ６自治体 ４自治体 ６自治体 ８自治体 １自治体 ２自治体 ２自治体

３～４人 ４自治体 ３自治体 １自治体 ６自治体 ４自治体 １自治体 ２自治体 １自治体

５～９人 １自治体 １自治体 － ３自治体 １自治体 ３自治体 ３自治体 ２自治体

１０人以上 － － １自治体 － － １自治体 ２自治体 ２自治体

合計（平均配置数）
１７自治体
(2.4人)

１９自治体
(1.9人)

１４自治体
(2.1人)

１７自治体
(2.9人)

１７自治体
（2.5人）

８自治体
（6.0人）

９自治体
(7.7人)

９自治体
(7.0人)

自治体規模別の配置数 ※

※ 都道府県及び相談支援包括化推進員の人数を記載していない一部の自治体は計上していない 38



地域住民等（地域住民や福祉関係者（事業者、ボランティア））が、(1)本人のみならず、そ
の人が属する世帯全体に着目し、(2)福祉、介護、保健医療に限らない、地域社会からの孤
立も含めた「地域生活課題」を把握するとともに、(3)支援関係機関と連携し、課題の解決を
図るよう特に留意する旨を定め、地域福祉推進の理念を明確化している。 39

（地域福祉の推進）

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する

活動を行う者（以下「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービスを必
要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、
文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の
推進に努めなければならない。

２ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、
福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える

福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援

状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、
福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立 その他の福祉サービスを
必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保され

る上での各般の課題 （以下「地域生活課題」という。）を把握し、
地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）と
の連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。

改正社会福祉法（第４条） ［平成30年４月施行］

※下線部は、今回の改正・新設部分



第４条第２項では、地域福祉を推進していく上で地域住民等が特に留意すべき点を規定して
いるが、第６条第２項は、地域福祉を推進していく上での国及び地方公共団体の責務を定め
ている。さらに、第１０６条の３第１項で市町村の責務を具体化し、これらによって、地域福祉を
推進する上での公的責任を明確にし、地域の力と公的な支援体制とがあいまって、地域生活
課題を解決していくための体制整備を行っていく旨を規定している。 40

○福祉事業経営者の責務
（福祉サービスの提供の原則）

第５条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉
サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を
行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連する
サービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供
することができるようにその事業の実施に努めなければならない。

○国、地方自治体の責務
（福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務）

第６条 （略）

２ 国及び地方公共団体は、地域住民等が地域生活課題を把握し、支援関係機関
との連携等によりその解決を図ることを促進する施策その他地域福祉の推進のた
めに必要な各般の措置を講ずるよう努めなければならない。

改正社会福祉法（第５条、第６条） ［平成30年４月施行］



複合化・複雑化した課題を抱える個人や世帯に対する適切な支援・対応を行うため、地域
子育て支援拠点や地域包括支援センター、障害者相談支援事業所など福祉の各分野にお
ける相談支援事業者が、自らが解決に資する支援を行うことが困難な地域生活課題を把
握した場合には、必要に応じて適切な支援関係機関につなぐことを努力義務としている。 41

（地域子育て支援拠点事業等を経営する者の責務）

第１０６条の２ 社会福祉を目的とする事業を経営する者のうち、次に掲げる事業を行うもの（市町

村の委託を受けてこれらの事業を行う者を含む。）は、 当該事業を行うに当たり

自らがその解決に資する支援を行うことが困難な地域生活課題を把握したときは、

当該地域生活課題を抱える地域住民の心身の状況、その置かれている環境

その他の事情を勘案し、

支援関係機関による支援の必要性を検討するよう努める とともに、

必要があると認めるときは、 支援関係機関に対し、

当該地域生活課題の解決に資する支援を求めるよう 努めなければならない。
一 児童福祉法第６条の３第６項に規定する地域子育て支援拠点事業又は同法第10条の２に規定する拠点にお

いて同条に規定する支援を行う事業

二 母子保健法（昭和40年法律第141号）第22条第１項に規定する母子健康包括支援センターを経営する事業

三 介護保険法第115条の45第２項第１号に掲げる事業 ［地域包括支援センターの総合相談］

四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第１項第３号に掲げる事業

［障害者相談支援］

五 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第59条第１号に掲げる事業 ［利用者支援事業］

改正社会福祉法（第106条の２） ［平成30年４月施行］

※ 条文全体が今回の改正による新設
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（包括的な支援体制の整備）

第１０６条の３ 市町村は、次に掲げる事業の実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等

及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生

活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。

一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域
住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施
その他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する事業

二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な
情報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることが
できる体制の整備に関する事業

三 生活困窮者自立支援法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行
う者その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携
の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する事業

２ 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため
必要な指針を公表するものとする。

改正社会福祉法（第106条の３） ［平成30年４月施行］

第106条の３第１項は、(1)地域住民が交流する拠点の整備などの地域づくりの取組、
(2)身近な地域で住民の相談を分野を問わず包括的に受け止める場の整備、(3)相談支

援機関が協働して、課題を解決するネットワークの整備などを通じ、包括的な支援体制
を整備していくことを市町村の新たな努力義務としている。

※ 条文全体が今回の改正による新設
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（市町村地域福祉計画）

第百七条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項
を一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定する
よう努めるものとする。

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福
祉に関し、共通して取り組むべき事項

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

五 前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げ

る事業に関する事項

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、
あらかじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容
を公表するよう努めるものとする。

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、
分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当
該市町村地域福祉計画を変更するものとする。

※都道府県地域福祉支援計画についても基本的に同様。

改正社会福祉法（第10７条） ［平成30年４月施行］



① 様々な課題を抱える者の就労や活躍の場の確保等を目的とした、福祉以外の様々な分野（まちおこし、産
業、農林水産、土木、防犯・防災、社会教育、環境、交通、都市計画、多文化共生等）との連携に関する事項

② 高齢、障害、子ども・子育てなどの各福祉分野のうち、特に重点的に取り組む分野に関する事項

③ 制度の狭間の問題への対応の在り方

④ 生活困窮者のような各分野横断的に関係する相談者に対応できる体制

⑤ 共生型サービス等の分野横断的な福祉サービス等の展開

⑥ 居住に課題を抱える者への横断的な支援の在り方

⑦ 就労に困難を抱える者への横断的な支援の在り方

⑧ 自殺対策の効果的な展開も視野に入れた支援の在り方

⑨ 市民後見人等の育成や活動支援、判断能力に不安がある者への金銭管理、身元保証人等、地域づくりの
観点も踏まえた権利擁護の在り方

⑩ 高齢者や障害者、児童への統一的な虐待への対応や、家庭内で虐待を行った養護者又は保護者が抱え
ている課題にも着目した支援の在り方

⑪ 保健医療、福祉等の支援を必要とする犯罪をした者等への社会復帰支援の在り方

⑫ 地域住民等が集う拠点の整備や既存施設等の活用

⑬ 地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し解決に取り組むことができる地域づくりを進めるための圏
域と、各福祉分野の圏域や福祉以外の分野の圏域との関係の整理

⑭ 地域づくりにおける官民協働の促進や地域福祉への関心の喚起を視野に入れた寄附や共同募金等の取
組の推進

⑮ 地域づくりに資する複数の事業を一体的に実施していくための補助事業等を有効に活用した連携体制

⑯ 全庁的な体制整備

地域福祉計画に記載する各福祉分野に共通して取り組むべき事項の例
（地域福祉計画策定ガイドラインから）

44



改正社会福祉法 ［平成30年４月施行］

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正す
る法律（平成29年法律第52号）附則 (抄）

（検討）

第２条 政府は、この法律の公布後３年を目途として、第８条の規定に
よる改正後の社会福祉法第１０６条の３第１項に規定する体制を全国
的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認める
ときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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